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国
民
年
金
は
、
全
て
の
国
民
に
共
通
す
る
基
礎
年
金
を
支
給
す
る
制

度
で
す
。
平
成
　
年
度
の
保
険
料
は
一
律
で
月
額
１
万
５
０
２
０
円
。

２３

年
金
額
を
増
や
し
た
い
場
合
の
付
加
保
険
料
が
月
額
４
０
０
円
で
す
。

　
保
険
料
を
納
め
な
い
と
、
老
齢
・
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
な
ど
が
受

け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
保
険
料
を
納
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
問
合
せ
は
医
療
年
金
グ
ル
ー
プ（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
１
２
４
）へ
。

　
保
険
料
は
納
付
書
に
よ
る
支
払
い

の
ほ
か
、
口
座
振
替
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
払
い
な
ど
も
で
き
ま
す
。
ま

た
、
前
払
い
す
る
こ
と
で
割
引
に
な

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
納
付
期
限
か
ら
２
年
を
経
過
す
る

と
、
時
効
に
よ
り
納
め
ら
れ
な
く
な

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
※
本
人
（
配
偶
者
・
世
帯
主
）
に

所
得
制
限
あ
り
。
事
前
に
所
得
申
告

が
必
要
。
転
入
し
た
人
は
前
住
所
地

の
課
税
証
明
が
必
要
な
場
合
あ
り

　
※
生
活
保
護
法
に
よ
る
生
活
扶
助

を
受
け
て
い
る
人
や
障
害
基
礎
年
金

受
給
者
な
ど
は
、
届
け
出
に
よ
り
保

険
料
が
免
除
に
な
り
ま
す

　
※
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
や
福

島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
の
避
難

者
な
ど
を
対
象
に
し
た
免
除
も
あ
り

ま
す
。
詳
し
く
は
問
合
せ
を

免
除
（
猶
予
）
制
度
が
あ
り
ま
す
。

原
則
、
毎
年
申
請
が
必
要
で
す
。

　
【
制
度
名
・
対
象
な
ど
】
申
請
免

除
…
所
得
に
応
じ
て
保
険
料
の
全
額

ま
た
は
一
部
が
免
除
▽
若
年
者
納
付

猶
予
…
対
象
は
　
歳
未
満
▽
学
生
納

３０

付
特
例
…
対
象
は
学
生

　
【
申
請
に
必
要
な
も
の
】
年
金
手

帳
・
認
め
印
の
ほ
か
、
失
業
時
は
離

職
の
事
実
を
証
明
で
き
る
公
的
機
関

の
証
明
書
（
雇
用
保
険
被
保
険
者
離

職
票
、
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
な

ど
）
、
学
生
の
人
は
学
生
証
な
ど

　
国
民
年
金
の
給
付
内
容
は
次
の
と

お
り
で
す
。
受
給
額
な
ど
は
右
下
図

を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

煙
老
齢
基
礎
年
金
…
原
則
と
し
て
受

給
資
格
期
間
（
保
険
料
を
納
め
た
期

間
な
ど
）
が
　
年
（
３
０
０
月
）
以

２５

上
あ
る
人
に
　
歳
か
ら
支
給
さ
れ
ま

６５

す
。

煙
障
害
基
礎
年
金
…
病
気
や
け
が

（
初
診
日
が
国
民
年
金
加
入
中
な
ど

の
も
の
）
で
政
令
に
定
め
ら
れ
て
い

る
障
害
の
状
態
に
な
っ
た
場
合
に
、

障
害
認
定
さ
れ
た
と
き
な
ど
か
ら
支

給
さ
れ
ま
す
。

煙
遺
族
基
礎
年
金
…
国
民
年
金
加
入

中
の
人
、
ま
た
は
老
齢
基
礎
年
金
の

受
給
資
格
を
満
た
し
た
人
が
死
亡
し

　
市
は
、
国
民
年
金
の
制
度
的
な
理

由
に
よ
り
老
齢
基
礎
年
金
、
障
害
基

礎
年
金
な
ど
を
受
給
で
き
な
い
外
国

人
等
の
高
齢
者
（
１
９
２
６
年
４
月

１
日
以
前
に
出
生
し
た
人
）
や
障
害

者
（
重
度
・
中
度
）
を
対
象
に
「
外

国
人
等
高
齢
者
・
障
害
者
特
別
給
付

金
」
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

　
平
成
　
年
度
か
ら
は
、
公
的
年
金

２２

と
の
併
給
範
囲
を
一
部
拡
大
し
て
い

ま
す
。
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
人
は

医
療
年
金
グ
ル
ー
プ
へ
問
合
せ
を
。

　
年
金
事
務
所
は
、
国
民
年
金
保
険

料
の
納
付
に
関
す
る
こ
と
、
年
金
手

帳
の
再
発
行
、
年
金
受
給
者
に
関
す

る
こ
と
、
厚
生
年
金
に
関
す
る
こ
と

な
ど
、
公
的
年
金
に
関
す
る
総
合
的

な
相
談
窓
口
で
す
。

　
【
問
合
せ
窓
口
】
日
本
年
金
機
構

西
宮
年
金
事
務
所
（
津
門
大
塚
町
８

―
　
☎
０
７
９
８
・
３
３
・
２
９
４

２６
１
）
　
※
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
（
０

５
７
０
・
０
５
・
１
１
６
５
）
、
Ｉ

Ｐ
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
か
ら
は
（
０
３
・

６
７
０
０
・
１
１
６
５
）
で
も
受
付

　日本国内に居住する２０歳以上６０歳未満の人は、全て国民年金
に加入します。２０歳になったときや就職、退職、結婚、離婚など
により被保険者の種別が変わるときや、転入したときなどには忘
れずに届け出てください。
　第１号被保険者に関する届け出は医療年金グループ、各支所・
市民サービスセンター、アクタ西宮ステーションで受け付けてい
ます。届け出時には、年金手帳や資格喪失日が分かる書類（退職
時等）などを持参してください。代理人による届け出には、認め
印、委任状なども必要です。第２号、第３号被保険者に関する届
け出は本人（配偶者）の勤務先を通じて手続きしてください。

第１号被保険者

第３号被保険者第２号被保険者

会社などを
退職したとき

会社などに
就職したとき

結婚などにより
扶養に入るとき

扶養から
外れたとき

退職などにより
扶養に入るとき

会社などに
就職したとき厚生年金や共済組合に加入

している人 (会社員や公務員など )
第２号被保険者に扶養
されている配偶者

農業・自営業・学生などの人

任意加入被保険者 (希望により加入 ) 日本国内に住所のある６０歳以上６５歳未満の人
外国に住んでいる２０歳以上６５歳未満の日本人 など

◆
市
か
ら

　
怯
中
学
校
夜
間
学
級
就
学
助
成
金

対
象
は
経
済
的
な
理
由
で
就
学
援
助

を
必
要
と
す
る
市
内
在
住
の
中
学
校

夜
間
学
級
在
学
者
。
申
請
は
７
月
　２９

日
ま
で
に
学
事
・
学
校
改
革
グ
ル
ー

プ（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
８
１
７
）へ

　
怯
夏
の
交
通
事
故
防
止
運
動
　
期

間
は
７
月
　
日
～
　
日
（
　
日
は

１５

２４

１５

「
交
通
安
全
意
識
を
高
め
る

日
」
）
。
重
点
事
項
は
①
高
齢
者
と

子
ど
も
の
交
通
安
全
、
②
自
転
車
の

交
通
安
全
、
③
飲
酒
運
転
な
ど
悪

質
・
危
険
な
運
転
の
根
絶
、
④
全
て

の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ

ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し
い
着
用
の
徹

底
。
問
合
せ
は
安
全
・
安
心
対
策
グ

ル
ー
プ
（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
８

０
６
）
へ

　
怯
不
法
投
棄
は
や
め
ま
し
ょ
う
　

ア
ナ
ロ
グ
放
送
が
７
月
　
日
に
終
了

２４

し
ま
す
が
、
不
要
に
な
っ
た
テ
レ
ビ

を
、
道
路
や
山
林
な
ど
に
投
棄
す
る

こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ

い
。
販
売
店
に
引
き
取
り
を
依
頼
す

る
な
ど
の
対
応
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
は
美
化
第
２
グ
ル
ー
プ
（
０

７
９
８
・
４
１
・
６
２
６
５
）
へ

　
怯
花
火
は
時
間
と
場
所
を
考
え
て

「
快
適
な
市
民
生
活
の
確
保
に
関
す

る
条
例
」
に
よ
り
、
午
後
　
時
～
翌

１０

朝
６
時
は
、
海
岸
や
公
園
な
ど
公
共

の
場
所
で
大
き
な
音
の
出
る
花
火
や

打
ち
上
げ
花
火
な
ど
を
禁
止
し
て
い

ま
す
。
問
合
せ
は
環
境
学
習
推
進
グ

ル
ー
プ
（
０
７
９
８
・
４
９
・
６
４

０
１
）
へ

　
怯
ア
プ
リ
甲
東
改
修
工
事
の
お
知

ら
せ
　
７
月
　
日
～
　
月
末
日
に
行

２０

１１

い
ま
す
が
、
甲
東
支
所
の
業
務
は
通

常
通
り
行
い
ま
す
。
問
合
せ
は
甲
東

支
所
（
０
７
９
８
・
５
１
・
２
６
８

１
）
へ

◆
官
公
署
か
ら

◆
そ
の
他

　
怯
夏
は
チ
カ
ン
に
ご
注
意
　
次
の

点
に
ご
注
意
を
。
①
夜
道
の
一
人
歩

き
を
避
け
、
人
通
り
が
あ
る
道
を
通

行
す
る
、
②
「
車
で
送
っ
て
あ
げ
ま

し
ょ
う
」
な
ど
の
甘
い
誘
い
に
乗
ら

な
い
、
③
危
な
い
と
思
っ
た
ら
大
声

で
助
け
を
求
め
る
、
④
防
犯
ブ
ザ
ー

の
活
用
を
、
⑤
玄
関
を
開
け
る
際
に

は
、
周
囲
に
注
意
す
る
と
と
も
に
、

在
宅
時
も
必
ず
鍵
を
か
け
る
、
⑥
歩

き
な
が
ら
の
携
帯
電
話
や
音
楽
プ
レ

イ
ヤ
ー
の
使
用
は
控
え
る
。
問
合
せ

　
東
日
本
大
震
災
か
ら
約
４
カ
月
、

「
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
共
済
」
は
、
自
然

災
害
で
被
害
を
受
け
た
住
宅
の
再
建

や
家
財
の
購
入
な
ど
を
支
援
し
ま

す
。
負
担
金
・
給
付
金
は
次
の
と
お

り
で
す
。

　
問
合
せ
は
兵
庫
県
住
宅
再
建
共
済

基
金
（
０
７
８
・
３
６
２
・
９
４
０

０
）
へ
。

煙
住
宅
再
建
共
済
制
度

　
【
負
担
金
】
年
額
５
０
０
０
円

　
【
給
付
金
】
再
建
・
購
入
…
６
０

０
万
円
、
補
修
…
　
万
円
～
２
０
０

５０

万
円
、
賃
貸
住
宅
等
に
入
居
…
　
万
１０

円煙
家
財
再
建
共
済
制
度

　
【
負
担
金
】
年
額
１
５
０
０
円

　
【
給
付
金
】
全
壊
…
　
万
円
、
大

５０

規
模
半
壊
…
　
万
円
、
半
壊
…
　
万

３５

２５

円
、
床
上
浸
水
…
　
万
円

１５

　
怯
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
（
市

町
村
振
興
宝
く
じ
）
発
売
　
期
間
は

７
月
　
日
～
　
日
。
収
益
金
は
市
町

１１

２９

村
の
明
る
く
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り

に
使
わ
れ
ま
す
。
県
内
の
宝
く
じ
売

り
場
で
お
買
い
求
め
を
。
問
合
せ
は

兵
庫
県
市
町
村
振
興
協
会
（
０
７

８
・
３
２
２
・
１
１
５
１
）
へ

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
共
済
に
加
入
を

　必ず納期限ま
でに納付してく
ださい ▽ 納付は
便利な口座振替
のご利用を ▽ 問
合せ先…課税に
ついては資産税
グループ（0798・
35・3269）、納税
については納税
グループ（0798・
35・3287）へ

年金特集

　熱中症は７月～８月に多く、
猛暑だった昨年は全国で２０００
人近くが亡くなっています。今
年も通常より暑さが強いと予測
されており、節電を意識するあ
まり、熱中症予防を忘れないよ
うにご注意ください。特に小さ
な子どもと高齢者は注意が必要
です。
【予防法】水分補給…のどの渇
きを感じなくてもこまめに水分
補給を ▽暑さを避ける…扇風機
やエアコンを使ってこまめに室
温調整、外出時は日傘や帽子を
用い、通気性の良い服装で
【問合せ】保健所健康増進グル
ープ（0798・26・3667）

は
西
宮
警
察
署
（
０
７
９
８
・
３

３
・
０
１
１
０
）、甲
子
園
警
察
署

（
０
７
９
８
・
４
１
・
０
１
１
０
）へ

　
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
に

　平成２３年７月１日以降に住所
の変更があった場合は、原則、国
民年金・厚生年金受給者の住所変
更届が不要となりました。
　※ただし、日本年金機構に住民票コー
ドが未収録の人や登録住所が住民票の
住所と違う人、共済年金等受給者は、引
き続き住所変更届が必要です

た
と
き
、
そ
の
人
に
生
計
を
維
持
さ

れ
て
い
た
子
（
　
歳
到
達
後
の
最
初

１８

の
３
月
末
日
ま
で
の
人
な
ど
）、ま
た

は
子
の
い
る
妻
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

煙
そ
の
他
…
寡
婦
年
金
、
死
亡
一
時

金
な
ど
の
独
自
給
付
も
あ
り
ま
す
。


